
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行:ＪＲ東労組東京地本 業務部 

2026.01.10 №032 

JREU TOKYO 

JR東労組東京地本は、2025年 12月 23日に 2件の修正提案と 3件の実施済み施策に対する資料の訂正を

受けました。2024年 12月に、「2025年 3月ダイヤ改正等について」で組合に示された、乗務員行路数や箇所

体制（出面）の一部について、実際には記載と異なる体制で運用していたことが判明したためです。箇所体制の変

更などは労働組合に対する提案事項であり、労使議論なしに施策が実施されることはあってはならないことで

す。そもそも、2025年 3月のダイヤ改正は資料の訂正や修正提案が相次ぐ、異例のダイヤ改正でした。 

その２へ続く 

2025 年 3月ダイヤ改正時に発生した数々の事象 

2024年 12月 13日

2025年 3月ダイヤ改

正についてのプレス発表 

2025年 1月  

社員周知資料内の山手線

の本数等に誤りがあった

ことが判明 

2025年 1月 27日 

当時の田町運転区の乗務キロ

数に一部の回送列車乗務分が

反映されていないことが判

明。修正提案を実施 

2025年 2月 

京葉運輸区の車掌行路にて、平日と

休日で泊地が変わっていた（資料の

記載ミス）が判明。 

組合に資料の差し替えが行われる 

2024年 12月２６日

会社よりダイヤ改正の提

案を受ける 

2025年 2月 

上野運輸区の車掌行路にて、列車の

未充当が判明。 

（別の列車に便乗としていた） 

組合に資料の差し替えが行われる 2025年3月15日 
ダイヤ改正実施 

今回判明した事象の時系列 

2024年 11月 

（提案前に） 

会社からダイヤ改正案

が各箇所に示される。 

2024年 12月 

東京乗務ユニットより、一部泊

行路を日勤にしたい旨の連絡

を受け、会社が了承する。 

2025年 1月（労組提案後） 

東京乗務ユニットから会社へ、一

部泊行路を日勤に変更した箇所

体制が示される。 

2025年２月 

本来なら労組提案が必要である

ことに、首都圏本部モビサが気

づかずに承認してしまう。 

他の主管部には共有されず。 

2025年3月15日 
ダイヤ改正実施 

2026年 12月 

約 1年にわたって、提案した体制とは異なる体制で

職場運営がされていたことが判明。 

誤った数字が記載されたまま、過去に提案があった

施策に対して修正提案と資料差し替えが行われた。 


